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 河川の位置が正確にわかる！ 
  
 今回の特集は、河川の位置が正確にわかるキロ杭についてです。このキロ杭を見ていただく

と、RCM の活動の参考にしやすいので、ご活用ください。 

 

■キロ杭とは？  多摩川では 200ｍピッチにキロ杭（距離標または距離杭）を設置しています。

これは昭和 40 年代に勤めていた人に聞くと河川の右岸側を基準に 200ｍピッチで杭を設置し、そ

こから川の流れに直角に対岸（左岸）を決めて杭を設置していたそうです。現在は河川の流心（河

心）で距離を測りそこから直角に左右岸の杭を設けることになっています。 

                         （河川砂防技術基準（案）調査編） 

 

 土手を歩いていると「海か

ら 5キロ」といった表示が見

られます。これは河口原点か

ら 1ｋｍごとに設置されてい

る距離標です。 

 

 

 ← 1ｋｍごとに設置されている距離標 

 

■河口原点とは？ 

 多摩川の河口と定めている地点が、河口原点です。右岸にあ

り、直径 10 センチほどの金属標が打ち込まれています。 

（河口原点は私有地にあるため、許可なく見学することはできません。） 

 

                                多摩川河口原点（左岸） 

 

 

 

 

 

 

 

特集 ＲＲＣＣＭＭ  豆豆  知知  識識  

キキロロ杭杭ににつついいてて  

キロ杭はマイナス表示になります。 
 河口原点より埋立により河川が海に伸びていくと、 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
平成19年３月度はＲＣＭより、合計１５件の報告をいた

だきました。ありがとうございました。 

平平成成 1199 年年  

３３月月分分でですす  
  

・・・・・・・

番号 管轄区間 登録人数 報告人数 報告件数

１ 多摩川上流 ２２人 ２人 ４件 

２ 多摩川中流 ２４人 １人 １件 

３ 多摩川下流 ２１人 ２人 ２件 

４ 浅   川 ９人 １人 １件 

５ 鶴見川上流 １５人 ２人 ３件 

６ 鶴見川下流 １１人 ０人 ０件 

７ 相 模 川 ５人 ２人 ４件 

合 計 １０７人 １０人 １５件 

ＲＣＭからの

報 告 

                ＲＲＣＣＭＭ事事務務局局がが変変わわりりままししたた 
 
 
 
 

掲掲  示示  板板  
 
４月よりＲＣＭ事務局が変わりました。これまで管理課の岩井が担当しておりましたが、４月より占用調整

課の関屋が担当いたします。事務局の連絡先等は以下の通り変わりました。 
 

 郵送・メール   → 宛先は当面、これまで通り管理課で結構です。メールアドレスは変わりません。 

 ＦＡＸ・電話    → 事務局のＦＡＸ・電話番号は占用調整課に変わりました。 

【占用調整課 Ｔｅｌ．045-503-4015 Ｆａｘ．045-503-4092 担当：関屋】 

 

 
 
       ＲＣＭのみなさん、 

        はじめまして！ 

        この４月よりＲＣＭ 

        事務局を担当するこ 

        とになりました関屋 

        です。３月までは、 

        茨城県つくば市にあ 

る営繕部筑波分室で総務、契約、経理 

関係の仕事を担当していました。 

 ２０年を超える国土交通省勤務（も 

ちろん前身の建設省時代を含みます） 

の中で初めて河川系の業務を担当しま 

す。見るもの、聞くもの、初めてのこ 

とばかりで新鮮な毎日です。 

こんな私ですが、ＲＣＭのみなさん 

の熱い想いに応えるべく力を出しきり 

たい、と思っております。 

よろしくお願い致します。 

担当者より 

 
  

 

 
第４期の皆さんがＲＣＭの活動を始めてから９ヶ月が経過しましたが、ケガなどされていませ

んでしょうか？ ＲＣＭ活動中に万が一ケガをされたときは、診察を受けた医療機関の“診察券”
があれば医療費の申告をすることができます。 

 
 
 保険が支払われる例   

「目にゴミ」 「手や足の柔らかいところを虫さされ」 「捻挫や打撲」 「切り傷や花火やコンロでヤケド」 「自転車で
転倒し、コブやすりキズ」など・・・ 身近なケガが対象となっていますので、利用価値は多いです。 
 
   申告の際は・・     

診察を受けた医療機関の“診察券”のコピーと申告で、１０万円までの
医療費が支払われます。ケガなどで通院されたときは、ＲＣＭ事務局ま
でご連絡ください。なお 10 万円を超える医療費の場合は、「診断書」の
提出が必要になります。 

お知らせ 傷傷害害保保険険のの利利用用ににつついいてて  
万が一に備えて知っておいてほしいこと・・・ 

○○病院  
診察券 --------------------------------------------- 

申告


